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707 692 635 621 592 573 549 504 495 481 453

395 396
390 406

372 357 357
352 349 359

349

平成11年 平成13年 平成15年 平成17年 平成19年 平成21年

都道府県 政令市等

保健所勤務医師数（常勤医）の推移

地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)保健所表 平成１１～２１年
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保健所長の兹務状況

厚生労働省資料
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保健所長の職位

1．都道府県型
2．政令指
定都市

3．中核
市・保健所

政令市
4．特別区 総計

保健所長が統合組織等
の長を兼ねている

125 50.4% 6 60.0% 0.0% 0 0.0% 131 49.4%

統合組織等の長は他職種
であり，保健所長は組織
上同格となっている

14 5.6% 3 30.0% 2 50.0% 3 100.0% 22 8.3%

統合組織等の長は別にお
り，保健所長は組織上そ
の下に入っている

109 44.0% 1 10.0% 2 50.0% 0 0.0% 112 42.3%

有効回答数 248 100.0% 10 100.0% 4 100.0% 3 100.0% 265 100.0%

「保健所の有する機能・健康課題に対する役割に関する研究」報告書
平成21年度地域保健総合推進事業 （財）日本公衆衛生協会 平成22年3月

16

保健所精神保健福祉担当職員の配置状況

「保健所の有する機能・健康課題に対する役割に関する研究」報告書
平成21年度地域保健総合推進事業 （財）日本公衆衛生協会 平成22年3月

70.670.622.419.131.2最大値

002.700.9最小値

6.5 23.6 4.3 4.1 5.8 SD

8.4 22.0 8.4 8.2 8.2 平均値

総計4．特別区
3．中核市・保
健所政令市

2．政令指定
都市

1．都道府県型

専門職1人当たりが担当する人口（万人）

0.90.90.91.30.9その他

0.601.21.60.4福祉職

0.41.20.30.20.4
（うち精神保
健福祉士）

2.4 3.4 4.0 2.22.2 保健師

総計4．特別区
3．中核市・保
健所政令市

2．政令指定
都市

1．都道府
県型

精神保健福祉担当職員数（人）

16
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地域精神保健医療福祉の課題
東日本大震災の経験を踏まえて

• 地域組織育成に関する課題

– 家族会育成を行っている市町村がいくつかあるが，今回の調査対象地域ではそれ以外の組織に関する育成の
事例は尐ない。

• 障害者への対応に関する課題

– 避難所で障害者や異質な状態像を有する人への排除行動が見受けられた。住民の障害者への理解不足によ
るもの，ノーマライゼーション思想の普及の必要性が再確認された。

– 支援の必要な住民や家族が他人の目が気になり相談できないことがあった。地域理解の深化の必要性再確認
された。

– 平時における地域精神保健福祉活動のなかで，あらかじめ障害者の把握が不十分であったことから，行政サイ
ドの支援ができなかった（遅れた）事例も見受けられた。

• 心のケア支援チームの調整機能

– 被災地には，心のケア支援チームが多数支援に訪れたが，これらの外部支援団体の受入調整，さらには中・長
期的地域心のケア体制に基づく支援体制の構築・調整等について，保健所の役割として明確に示せなかったの
ではないか。

• ネットワークの核としての保健所の役割

– 地域精神保健活動のネットワークの中核として「保健所及び市町村における地域精神保健業務運営要領」では
保健所が位置づけられているものの，宮城県では県庁がその役割を担うこととなり，２次医療圏域単位で小回
りの利く対応が難しかった。統合組織における保健所長の役割，保健師・精神保健福祉士の人材不足等の影
響もあったと考えられた。

• 生活保護世帯の増加への対応（心と暮らしの総合支援の必要性）
– 特に生活保護等，生活支援の必要な住民への保健所と市町村との連携について，強化していくことの必要性。

– 市町村の求めに応じた保健所の地域精神保健活動が目立った。市町村の行政機能の低下が著しいなか，求め
がなくても保健所が対応できるために業務を通じた日常的連携体制の構築が健康危機発生時に重要。

平成23年度障害者総合福祉推進事業（検討委員長：吉川武彦）
「地域精神保健福祉活動における保健所機能強化ガイドラインの作成」報告書（印刷中）から一部抜粋




